
7．病院群の構成等 別表

基幹型病院の名称（所在都道府県）：綾部市立病院 （　京都府　）
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名称 新規
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県
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名称 新規 名称 定員

中丹
京都府 中丹

医療法人福知会
もみじヶ丘病院
(病院施設番号:031727)

京都府 中丹
特別養護老人ホーム
第2松寿苑
(病院施設番号:033430)

綾部市立病院合同臨床
研修プログラム

2

京都府 中丹
国立病院機構
舞鶴医療センター
(病院施設番号:030471)

京都府 中丹
京都府中丹東保健所

(病院施設番号:033431)

京都府 京都・乙訓
京都府立医科大学附属病院

(病院施設番号:030483)
京都府 中丹

綾部市立中上林診療所

(病院施設番号:033432)

京都府 丹後
京都府立医科大学附属
北部医療センター
(病院施設番号:031056)

京都府 中丹
綾部市立奥上林診療所

(病院施設番号:033433)

兵庫県 但馬
公立豊岡病院組合立
豊岡病院
(病院施設番号:030573)

京都府 中丹
老人保健施設あやべ

(病院施設番号:126994)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

研修プログラム

綾部市立病院

(病院施設番号:031083)

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

公立豊岡組合立豊岡病院は兵庫・京都・鳥取の3県をカバーするドクターヘリを北近畿エリアで唯一運用しており、当院でも患者の受け入れを行っている。また、当院で豊岡病院救急救命
センターの医師による講演の実施や、豊岡病院で開催されるドクターヘリ安全研修会、並びに府県別症例検証会等への参加も行い相互に連携を図っている。またドクターヘリを有する病院
であることから救急での経験豊富な医師による十分な指導体制のもとで様々なバリエーションの経験、及び能力形成が可能であり、良質な研修が見込まれる。
京都府立医科大学附属北部医療センターとは、平成２６年１月に「教育支援等に関する協定」を締結し、現在、産婦人科医師４名、麻酔科医師２名、内科医師１名、耳鼻咽喉科医師１名の
非常勤医師の派遣を受けるなど、密接な連携が図られている。京都府北部地域の公的病院の中心的な存在であり、医療の提供体制の整った病院でより充実した研修を受けることができる。

京都府

基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設


